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栗山町人口ビジョンの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．栗山町人口ビジョンとは】  
人口の現状や動向の分析、将来推計による課題の把握、人口の変化がどのような影響を及ぼすかを考

察したうえで、今後取り組むべき将来の方向性と、平成 72（2060）年までの人口の将来展望を提示したも

のです。 

     

【２．人口の現状分析】  
本町の総人口は、産業構造の変化、少子化社会による核家族化、経済不況による景気低迷など、減少

傾向に歯止めがかかっておらず、構造的な過疎状況から脱却できない現状にあります。    
●自然減と社会減の両面から、人口減少と少子高齢化が進行 

年少人口と生産年齢人口が徐々に減少し、老年人口が増加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●合計特殊出生率は人口置換水準（2.07）を下回っており、人口維持が困難 

H22：1.68 → H23：1.18 → H24：1.33 

      ※合計特殊出生率  

一人の女性が一生のうちに産むであろう子どもの数で、15～49 歳の女性の年齢ごとの出生率を合計したもの。 

人口置換水準は、人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率の水準。     
●15～49 歳の女性人口が減少し、総人口に占める割合も減少 

H12：19.7％ → H17：18.0％ → H22：17.1％     
●15～19 歳が 20～24 歳になる段階で、大きく転出超過 

H17→H22 の純移動率 △0.342 

      ※15～19 歳が 5 年後、20～24 歳になるときに、15～19 歳の人口の約 34.2％が減少     
●就業者数は減少傾向にあり、特に第 1 次・第 2 次産業が減少 

第 1 次産業 H7：1,859 人 → H22：1,362 人  

第 2 次産業 H7：2,278 人 → H22：1,360 人 
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【３．人口の将来推計】   

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）による推計では、人口減少は今後も続き、45年後の平成72

（2060）年には、5,060 人まで減少が見込まれています。 

また、出生や人口移動の仮定をより現実に近づけた栗山町独自推計では、平成 72（2060）年に 4,693

人と、さらに厳しい数値となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            
【４．人口の変化が将来に与える影響】   

このまま人口減少が続くと想定した場合、次のような影響が想定されます。 
 

●雇用に関わる影響 

   雇用の減少（H7 年→H22 の比較 生産年齢人口△26.8％、就業人口△23.7％） 

   第 3 次産業も微減から大きく減少       ……若者世代のさらなる流出など 
 

●生活利便性に関わる影響 

   公共交通の利用者減少による事業の財政圧迫） 

   商店数の減少（S55：358 店 → H24：173 店 → H72：単純推計で 49 店） 

                               ……生活機能の低下、買い物客の町外流出など 
 

●都市基盤に関わる影響 

   住宅空き家の増加（H72：単純推計で約 3,500 戸）……生活環境や景観の悪化など 
 

●医療・福祉に関わる影響 

   福祉施設への需要の高まり、病院経営の悪化……地域福祉・医療への不安など 
 

●教育や子育てに関わる影響 

   児童・生徒数の減少                ……学校運営への支障、存続問題など 
 

●町財政に関わる影響 

   町税の減少（個人町民税 H22：405 百万円 → H72：単純推計で 152 百万円） 

                                ……町財政の悪化、必要な事業の縮小など 
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○平成 22 (2010) 年の子ども女性比が今後も一定で推移すると仮定 

○平成7 (1995) 年～平成22 (2010) 年の国勢調査に基づいて算出された純移動率の平均値を算出し、平成27 (2015) 

年以降も一定に推移すると仮定 
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【５．目指すべき将来の方向】   

本町の人口動向の特性などを踏まえ、次の 2 つの視点で対策を講じていきます。 
 

①子育て世代を含む若者世代の人口の減少率を抑え社会増を目指す 

●ふるさと意識を高め、若者世代の流出をおさえる 

幼少期や青年期における町民のふるさと意識の醸成 

●町内での雇用をつくる 

高齢者が顕著な農業をはじめ各産業それぞれの雇用の創出、人口減少、少子高齢化等、 

時代ニーズを見据えた町内雇用の確保、町民が求める就労条件や職場環境の改善 

●まちの魅力を高め、暮らしの質を追求する 

生活利便性などの暮らしやすさ、生きがいや地域への愛着を持って暮らすことができる 

環境づくり、子どもの教育環境や医療環境の充実  
②出生数を増加し死亡数を減少させることで自然増を目指す 

●女性の結婚率や出生率を高める 

結婚や出産、子育てに関する切れ目のない支援、子育て環境の充実 

●高齢者の健康寿命を延伸し、暮らしの不安を解消する 

町民の健康意識の高揚、生活習慣の改善による疾病や介護予防の推進、元気な高齢者の 

社会参加や活躍の場づくり        
【６．人口の将来展望】   

人口減少抑制を推進し、第 6 次総合計画における目標人口に沿うよう、以下の考え方で推計。 
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将来展望における人口推計 社人研推計 栗山町独自推計

H34(2022)＝11,904 人 

※6次総計目標人口 12,000 人 

①出生：合計特殊出生率が平成 32 (2020) 年に 1.6、平成 42 (2030) 年に 1.8、平成 52（2040)年に人口置換水準 

2.07 を達成 

②移動：平成 27（2015）年～平成 32（2020）年で、独自推計の純移動数に以下の改善 

◯住みやすさの改善→5 年間で 108 人純移動数増加 

◯若年層の雇用拡大→5 年間で 15～29 歳の男女計 96 人純移動数増加 

◯子育て世帯による移住の増加→5 年間で 200 人純移動数増加 

※平成 32 年以降、平成 27（2015）年から平成 32（2020）年の純移動率で推移 

施策効果によって、この過程

が実現すると、総人口は平成

72（2060）年に 9,304 人とな

り、独自推計より 4,611 人増加

が見込まれます。 

この数値を、本町が活力を

維持していく目安とし、様々な

施策を講じて、これに近づけて

いくことが重要となります。 
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栗山町まち・ひと・しごと創生総合戦略の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１．栗山町まち・ひと・しごと創生総合戦略とは】  
人口ビジョンの将来展望を踏まえ、かつ、国の総合戦略を勘案したうえで、平成27（2015）年度から向こ

う 5 カ年のまち・ひと・しごと創生に関する基本目標や、その達成に向けての基本的方向、数値目標、具体

的な施策などを提示したものです。 

     

【２．総合戦略の位置付け】  
本年度からスタートした「栗山町第 6 次総合計画」は、本格的な人口減少・少子高齢化社会に対応する

ため、地域の潜在力を活かした 4 つの重点プロジェクト（産業活性化、若者定住、健康寿命延伸、自然環

境保全・再生）を掲げ、これらの推進により、8 年後のまちの将来像である「誰もが笑顔で、安心して暮らす

まち」の実現を目指す、「くりやま創生」を推進する計画です。 

このため、総合戦略は第 6 次総合計画をベースに整合性を図りながら、本町におけるまち・ひと・しごと創

生の指針となるものです。    
 
 
 
 
 
 
 

【３．将来展望を踏まえた 4 つの基本目標】  
人口ビジョンにおける目指すべき将来の方向を踏まえつつ、本町が有する独自性や優位性などを最大

限生かし、将来展望における総人口（平成 72（2060）年に 9,304 人）を実現するため、今後 5 カ年の総合

的な対策として、4 つの基本目標を設定しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まち・ひと・しごと創生法 

栗山町 
まち・ひと・しごと創生 

総合戦略 
北海道創生総合戦略 

栗山町第６次 

総合計画 

まち・ひと・しごと創生 

総合戦略（国） 

基本目標１ 栗山の潜在力を活かし、産業と雇用の場をつくる 

社会増対策 
（詳細前頁） 

自然増対策 
（詳細前頁） 

本町の独自性・優位性  
●基幹産業の農業は道内有数の多品目産地で生産力も高い 

●南空知南部の拠点都市として商業、工業も盛んなど各産業が調和している 

●農村景観と都市景観が調和した美しい街なみ 

●札幌市、新千歳空港、苫小牧港から１時間圏内にあり、交通アクセスに恵まれた立地環境

●御大師山や国蝶オオムラサキに代表される豊かな自然環境 

●少子高齢化社会を見据えた先駆的な福祉政策の取り組み 

●ハサンベツ里 山 20 年 計 画 をはじめとした町 民 参 加 ・主 体 による多 様 なまちづくりの展 開

基本目標２ 栗山の魅力を活かし、人を呼び込む・呼び戻す 

基本目標３ 安心して子育てができる環境をつくる 

基本目標４ 住み続けたいと思える生活環境を整える 
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【４．具体的施策の概要①】    
基本目標１ 栗山の潜在力を活かし、産業と雇用の場をつくる           

地域の特性を活かした産業振興策を推進し、地域産業の活性化や新たな雇用の創出など、地域 

経済の状循環を確立します。    
【数値目標】 新規雇用・就業者数 H27～H31 で 120 人 （H22～H26 74 人） 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（１）農業の担い手確保・育成 

基幹産業である農業の持続的発展と地域の活性化を図るため、新たな農業担い手育成の発掘と

育成を促進し、また、自立した農業経営を実現するための支援を行います。 

●農業後継者の育成 ●新規就農者の受入推進 ●農地流動化の推進・優良農地の確保 

（２）農業の成長産業化 

基幹的な担い手の安定的な経営の確立、さらに、農産物のブランド化や 6 次産業化など販売力の

強化、農業農村の多面的機能向上に向けた取り組みなどを支援します。 

●農業経営支援、集落営農組織の育成 ●良質な農産物生産の推進 

●農業・農村の多面的機能維持 ●6 次産業化の取組推進 ●新たな特産品や観光資源の創出

（３）地域産業の競争力強化 

地域経済の活性化を図るため、空き店舗活用や商工業者の経営安定化に向けた支援、販路開拓

など新たなビジネス展開の促進、さらに、労働環境の向上などを図ります。 

●空き店舗活用支援など商店街の活性化 ●商工業者の経営安定・改善などの支援  

●創業支援事業計画に基づく創業支援の推進 ●海外販路拡大支援・外国人観光客受入推進 

●再生可能エネルギーを導入する町内事業者の支援 

●新たな観光推進体制の構築と観光事業の推進 ●季節労働者の通年雇用促進 

●労働者の労働環境向上 ●林業経営の健全化推進 

（４）栗山の強みを活かした企業誘致推進 

恵まれた地理的条件など本町の特性を活かした企業誘致、さらに、進出企業等への支援などによ

り、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。 

●企業誘致による雇用創出と地域経済活性化の推進 ●新工業団地の造成 

（５）多様な人材の活躍推進 

若年者の人材育成と就業機会の拡大や、高齢者や障がい者の多様な分野での活躍の機会づくり

など、地域活力を維持するための環境整備を推進します。 

●栗山高校生の就業機会の拡大 ●優秀な介護福祉士の養成  

●高齢者の社会参加と活躍の場の推進  

●障がい者の社会参画と自立支援に取り組む事業者等の支援 
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【４．具体的施策の概要②】    
基本目標２ 栗山の魅力を活かし、人を呼び込む・呼び戻す             

本町の大きな魅力である豊かな農村・自然環境などの地域資源を活かし、交流人口の拡大を図る 

とともに、若者や子育て世代を中心とした定住人口の増加を目指します。 
   

【数値目標】 社会増（転入者-転出者） H27～H31 で 183 人 （H21～H25 △470 人） 

【数値目標】 観光入込客数 H31 に 45 万人 （H26 40.2 万人） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（３）栗山の強みを活かした企業誘致推進（再掲） 

恵まれた地理的条件など本町の特性を活かした企業誘致、さらに、進出企業等への支援などによ

り、地域経済の活性化と雇用の創出を図ります。 

●企業誘致による雇用創出と地域経済活性化の推進 ●新工業団地の造成 

（１）観光・交流産業の活性化 

豊かな自然環境をはじめとする本町ならではの地域資源の魅力をさらに高め、賑わいと活力ある観

光・交流産業の振興と交流人口の拡大を図ります。 

●国蝶オオムラサキの生息環境保護・再生、観察飼育舎の機能統合 

●ハサンベツ地区の里山環境保全・再生 ●人と自然との共生の推進 

●雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウスを拠点とした交流事業の推進 

●歴史的建造物等の保存・継承 ●グリーン・ツーリズムの推進 

●御大師山周辺の環境整備 ●海外販路拡大支援・外国人観光客受入推進（再掲） 

●新たな特産品や観光資源の創出（再掲） 

（２）若者世代などの移住・定住促進 

移住・定住に関する総合的な情報提供、子育て世代移住者等に対する支援の充実など、外部から

の移住者・定住者の増加を図ります。 

●短期移住体験、都市圏での情報発信 ●子育て世代移住者に対する住宅取得助成等の支援

●シティプロモーション活動の展開 ●くりやまちょう PR 隊の導入 

●広域市町による学生地域定着連携事業の推進 

●民間バス路線維持確保と都市間交通の利便性向上 ●新規就農者の受入推進（再掲） 

●栗山高校生の就業機会の拡大（再掲） ●優秀な介護福祉士の養成（再掲） 

●季節労働者の通年雇用促進（再掲） 
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【４．具体的施策の概要③】    

基本目標３ 安心して子育てができる環境をつくる                  

子育て世代の定住化のため、妊娠、出産、子育てなどの支援の仕組みを充実するとともに、質の 

高い教育の提供など、出産や子育てに希望を持てる地域の実現を目指します。 
   

【数値目標】 出生数 H27～H31 で 409 人 （H21～H25 392 人） 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（３）子育てしやすい地域環境づくり 

子どもや子育てを地域全体で見守り、支援する環境づくりを推進します。 

●子どもにやさしい健康づくり環境の推進 

●救急医療など地域医療サービスの維持・確保 ●子育て支援センターの機能充実 

（４）特色ある豊かな教育環境づくり 

継続性、発展性のある教育を展開するとともに、子ども一人ひとりの才能を最大限に伸ばす環境の

充実を図ります。 

●学校教育における ICT（情報通信技術）の利活用推進 ●英語教育の充実 

●学力向上に向けた指導機能の充実 ●特別支援教育の推進 

●コミュニティ・スクールの推進 ●ふるさと教育の推進 

（１）子ども・子育て支援の充実 

子育て支援メニューの充実や子育てに関する負担軽減など、多様なニーズに対応した子ども・子育

て支援を推進します。 

●高校 3 年生までの医療費助成 ●子ども子育て支援事業計画に基づく子育て支援の推進 

●民間保育所等と連携した保育サービスの充実  

●心身障がい児の発達支援、経済的負担軽減 

●子育て応援事業（ギフトカード加盟店会、栗夢カード会）の支援 

（２）妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援 

若い世代が希望どおりに結婚し子どもが持てるよう、妊娠から子育てに至るまでの切れ目のない一

貫した支援を充実します。 

●妊娠前から乳幼児期の発達・発育支援 

●妊娠・出産・子育て等に関する総合的な情報提供、相談機能充実 
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【４．具体的施策の概要④】    

基本目標４ 住み続けたいと思える生活環境を整える               

安全・安心して暮らすことのできるまちづくり、町民参加と協働のまちづくりの推進など、誰もが住み 

続けたいと思えるまちを実現します。 
   

【数値目標】栗山町が住みやすいと思う町民の割合 H31 に 70％ 
（栗山町都市計画マスタープラン策定時における町民意識調査（H24）：58％） 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（５）地域連携の推進 

地域の実情や特性に応じた地域間施策の実施など、近隣市町及び北海道との連携・協力による広

域的な地域づくりを推進します。 

●広域圏による交流事業等の展開や近隣市町及び北海道との広域連携の推進 

●広域市町による学生地域定着連携事業の推進（再掲） 

（４）ふるさとづくりの推進 

豊かな自然環境の保全・再生活動等を通じ、ふるさと活動の組織・担い手育成を図るとともに、これ

らの魅力を再発見できる機会の提供など、ふるさとへの誇りを高める取り組みを推進します。 

●国蝶オオムラサキの生息環境保護・再生、観察飼育舎の機能統合（再掲） 

●ハサンベツ地区の里山環境保全・再生（再掲） ●人と自然との共生の推進（再掲） 

●雨煙別小学校コカ・コーラ環境ハウスを拠点とした交流事業の推進（再掲） 

●御大師山周辺の環境整備（再掲） 

（１）暮らしやすいまちづくりの推進 

商店街の活性化や交通移動手段等の日常生活の利便性確保など、住民誰もが暮らしやすく住み

続けたいと思えるまちづくりを推進します。 

●共生型地域交流施設スペースの構築と運営 ●まちの駅の運営支援など賑わいある商店街づくり

●コミュニティバスやデマンド交通等による交通弱者の移動手段確保 

●廃校活用による南部地域の活性化 ●コミュニティ放送導入による地域活性化 

●民間バス路線維持確保と都市間交通の利便性向上（再掲） 

（２）安心して暮らせる地域づくりの推進 

災害時等における対応力の強化、健康で生きがいの持てる環境づくり、救急医療を含めた地域医

療の確保など、安全で安心な地域づくりを推進します。 

●地域包括ケアシステムの構築、高齢者の地域・在宅支援の充実 

●まちづくり協議会などによる自主防災組織の設置支援 ●消防団施設・活動の充実・強化 

●きめ細かな災害・防災情報伝達手段の構築 

●健康で生きがいを持てる新都市モデル（健幸都市モデル構築）の推進 

●救急医療など地域医療サービスの維持・確保（再掲） 

（３）既存ストックのマネジメント強化 

長く住み続けられる居住環境の保全・改善や、公共施設の長寿命化・効率的な運用など、既存スト

ックのマネジメント強化を図ります。 

●居住環境の整備改善 ●老朽危険家屋の除去推進 ●公共施設等の総合的・計画的な管理推進 


